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歴
史
を
紐
解
く

 

足
利
政
権
の
確
立 

そ
の
一　

義
満
の
時
代
に

　
　

南
北
朝
は
合
一
す
る

　
三
代
将
軍
義
満
は
・
・
・

　

有
力
守
護
大
名
の
勢
力
を
押
さ
え
、
京
都
を
支
配
し
て
室
町
に
政
庁
を
開
く
。
京
都
御
所
の
御
苑
の
北

西
、
烏
丸
今
出
川
の
交
差
点
を
挟
ん
で
斜
め
向
か
い
に
建
設
さ
れ
た
「
室
町
弟だ
い

」
は
、 

天
授
七
年
（
南
朝
、

二
月
に
改
元
さ
れ
て
弘
和
元
年
）
／ 

康
暦
三
年
（
北
朝
、二
月
に
改
元
さ
れ
て
永
徳
元
年
）（1381

）
に
完
成
し
て
、「
花

の
御
所
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
豪
華
さ
と
華
や
か
さ
は
、
公
家
社
会
に
対
す
る
義
満
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
を
兼
ね
て
い
た
。

　
政
治
・
経
済
・
文
化
の
最
盛
期
へ

　

義
満
は
難
題
だ
っ
た
南
北
朝
の
合
一
を
果
た
し
、
鹿ろ
く

苑お
ん

寺じ

（
金
閣
）
を
建
立
し
て
北
山
文
化
を
開
花
さ
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等
で
お
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ご
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で
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な
い
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が
ご
ざ
い
ま
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。
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せ
る
な
ど
、
室
町
時
代
の
全
盛
期
を
築
い
た
。
ま
た
明
と
の
国
交
と
貿
易
の
道
筋
を
開
く
。

　
家
督
・
将
軍
職
を
相
続
す
る

　

正
平
二
十
二
年
／
貞
治
六
年
（1367

）
十
一
月
、
父
・
義よ
し
あ
き
ら詮が
重
病
と
な
り
、
正
平
十
三
年
／
延
文
三

年
八
月
生
ま
れ
で
、
ま
だ
十
才
だ
っ
た
義
満
に
政
務
を
委
譲
し
、
管
領
の
細
川
頼
之
に
後
見
を
託
し
た
。

朝
廷
は
十
二
月
に
義
満
を
正
五
位
下
・
左
馬
頭
に
叙
任
し
、義
詮
が
死
去
す
る
と
、義
満
は
将
軍
家
を
継
ぐ
。

　

翌
年
、
評
定
始
が
行
な
わ
れ
、
四
月
に
は
、
頼
之
を
烏
帽
子
親
と
し
て
元
服
す
る
。
こ
の
と
き
、
加
冠
・

理
髪
・
打
乱
・
泔
坏
の
四
役
を
全
て
細
川
氏
一
門
が
執
り
行
な
っ
て
、
そ
の
翌
年
の
正
平
二
十
四
年
、
正

式
に
将
軍
に
就
任
し
た
。

　

義
満
は
、
細
川
頼
之
を
は
じ
め
、
足
利
一
門
の
守
護
大
名
の
主
導
に
よ
っ
て
帝
王
学
を
学
ぶ
。

　
そ
の
こ
ろ
朝
廷
で
は
・
・
・

　

二
代
将
軍
の
義
詮
は
正
平
二
十
二
年
、
三
十
八
才
で
死
去
し
た
が
、
翌
、
正
平
二
十
三
年
／
応
安
元
年

の
三
月
に
は
、
南
朝
の
後
村
上
天
皇
が
、
行
宮
の
住
吉
で
崩
御
、
享
年
四
十
一
才
だ
っ
た
。

　

足
利
政
権
で
は
三
代
義
満
が
幼
く
し
て
後
継
ぎ
と
な
り
、
ま
た
、
後
村
上
の
第
一
皇
子
（
二
十
六
才
）

が
行
宮
で
即
位
し
、南
朝
三
代
の
長
慶
天
皇
と
な
る
。
長
慶
の
生
い
立
ち
と
事
績
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、

北
朝
に
対
し
て
は
強
硬
派
だ
っ
た
よ
う
で
、
先
代
ま
で
し
ば
し
ば
持
ち
上
が
っ
て
い
た
和
睦
交
渉
は
こ
の

こ
ろ
途
絶
し
て
い
た
。

　
武
将
の
降
伏
が
糸
口
と
な
っ
て
・
・
・

　

南
朝
の
信
任
が
厚
か
っ
た
楠
木
正ま
さ

儀の
り

（
正
成
の
三
男
）
は
、
北
朝
と
の
和
睦
派
の
中
心
だ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
南
朝
内
で
孤
立
し
、
正
平
二
十
四
年
／
応
安
二
年
（1369

）、
知
己
の
細
川
頼
之
を
介
し
て
将
軍
義

満
に
帰
服
し
、
北
朝
方
に
投
降
す
る
。
南
朝
工
作
を
積
極
的
に
進
め
る
義
満
は
、
武
家
の
政
権
体
制
を
さ

ら
に
確
立
し
て
ゆ
く
。

　
寺
社
の
統
制
と
九
州
探
題
の
強
化

　

一
方
、
義
満
の
後
見
役
だ
っ
た
細
川
頼
之
は
、
寺
社
本ほ
ん

所じ
ょ

領り
ょ
う

事の
こ
と（

所
領
訴
訟
に
対
す
る
基
本
方
針
を
定
め
た

法
令
で
、
応
安
大
法
と
も
呼
ば
れ
る
）
を
定
め
て
土
地
支
配
を
強
固
な
も
の
に
し
、
京
都
や
鎌
倉
の
五
山
制
度

を
整
え
て
、
宗
教
統
制
を
強
化
す
る
。

　

建
徳
元
年
／
応
安
三
年
（1370

）
の
頃
、
南
朝
最
大
の
勢
力
圏
と
な
っ
て
い
た
九
州
の
九
州
探
題
、
渋

川
義
行
の
後
任
と
し
て
、細
川
頼
之
か
ら
推
薦
さ
れ
た
今
川
貞
世
（
法
名
は
了

り
ょ
う

俊し
ゅ
ん）・
大
内
義
弘
が
派
遣
さ
れ
、

南
朝
勢
力
を
弱
体
化
さ
せ
て
、
政
権
の
権
力
を
固
め
る
。

　

ま
た
、
建
徳
元
年
（1370

）、
朝
廷
か
ら
山さ
ん

門も
ん

公く

人に
ん

（
比
叡
山
で
行
政
の
実
務
を
担
っ
て
い
た
人
々
）
に
対
す

る
取
締
権
が
与
え
ら
れ
、
京
都
の
支
配
を
強
化
す
る
。
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北
朝
五
代
の
後
円
融
天
皇
が
即
位

　

京
都
の
朝
廷
で
は
、
そ
の
年
八
月
、
後ご

光こ
う

厳ご
ん

天
皇
が
自
ら
の
皇
子
、
緒お

仁ひ
と

親
王
の
立
太
子
を
足
利
政
権

に
申
し
出
る
。
し
か
し
、後
光
厳
の
兄
で
先
代
の
崇す

光こ
う（

上
皇
）は
、自
分
の
皇
子
の
栄よ
し

仁ひ
と

親
王（
伏
見
宮
初
代
）

の
立
太
子
を
望
ん
で
い
た
の
で
、
皇
位
継
承
問
題
が
起
こ
っ
た
。

　

だ
が
後
光
厳
の
意
向
は
、
管
領
の
細
川
頼
之
の
支
持
な
ど
を
受
け
て
、
翌
年
の
建
徳
二
年
三
月
、
緒
仁

は
親
王
宣
下
を
受
け
て
立
太
子
さ
れ
、
わ
ず
か
二
日
後
に
譲
位
を
受
け
て
即
位
、
後
円
融
天
皇
と
な
る
。

　

後
円
融
の
ご
生
誕
は
正
平
十
三
年
／
延
文
三
年
十
二
月
（1359

年
一
月
）
で
、
奇
し
く
も
、
同
年
八
月

生
ま
れ
の
将
軍
・
義
満
と
は
同
い
年
、
十
三
才
だ
っ
た
。
し
か
も
双
方
の
生
母
は
姉
妹
だ
っ
た
の
で
、
お

二
人
は
従
兄
弟
に
な
る
。

　
義
満
は
御み

台だ
い
所ど
こ
ろを
迎
え
・
・
・

　

文
中
三
年
／
応
安
七
年
（1374

）、
宮
中
に
影
響
力
を
持
つ
叔
母
・
日
野
宣
子
の
仲
介
で
、
義
満
は
、

日
野
業
子
を
室
に
迎
え
る
。

　

そ
の
頃
、後
光
厳
上
皇
の
院
政
が
行
な
わ
れ
、義
満
の
執
奏
に
よ
っ
て
、天
授
元
年
／
永
和
元
年（1375

）、

二
十
一
代
集
の
二
十
番
目
に
あ
た
る
新
後
拾
遺
和
歌
集
の
勅
撰
が
下
命
さ
れ
る
。

　
政
庁
を
開
設
す
る

　

天
授
四
年
／
永
和
四
年
（1378

）
に
は
、
邸
宅
を
三
条
坊
門
よ
り
北
小
路
室
町
に
移
し
、
足
利
政
権
の

政
庁
と
し
た
。
す
で
に
上
記
し
た
よ
う
に
、
移
転
後
の
庁
舎
は
「
室
町
通
」
に
面
し
て
正
門
が
設
け
ら
れ

た
こ
と
か
ら
室
町
殿
、室
町
第
と
も
呼
ば
れ
、ま
た
将
軍
の
居
所
に
因
ん
で
足
利
家
は
「
室
町
殿
（
室
町
家
）」

と
呼
ば
れ
る
。

　

江
戸
時
代
中
期
か
ら
、
武
家
政
権
の
名
称
と
し
て
「
幕
府
」
の
用
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
足

利
政
権
を
歴
史
用
語
と
し
て
「
室
町
幕
府
」
と
呼
称
す
る
の
は
こ
れ
に
由
来
し
て
い
る
。

　
朝
廷
と
守
護
大
名
に
対
抗
し
て
・
・
・

　

義
満
は
、
朝
廷
と
武
家
政
権
と
に
二
分
化
さ
れ
て
い
た
、
京
都
の
行
政
権
や
課
税
権
な
ど
を
政
権
に
一

元
化
し
、
ま
た
、
守
護
大
名
の
軍
事
力
に
対
抗
し
う
る
将
軍
直
属
の
常
備
軍
と
し
て
、
武
官
の
集
団
の

「
奉ほ
う

公こ
う

衆し
ゅ
う」を
設
け
、さ
ら
に
直
属
の
文
官
集
団
と
し
て「
奉ぶ
き

行ょ
う

衆し
ゅ
う」と
呼
ば
れ
る
実
務
官
僚
の
整
備
を
図
り
、

武
官
の
「
奉
公
衆
」
に
対
応
さ
せ
た
。

　
相
し
ょ
う
国こ
く
寺じ

の
建
立

　

義
満
は
、
花
の
御
所
の
隣
接
地
に
大
禅
宗
伽
藍
を
建
立
す
る
こ
と
を
発
願
し
、
永
徳
二
年
（1382

）、
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相
国
寺
の
建
立
が
開
始
さ
れ
る
（
竣
工
は
十
年
後
の
明
徳
三
年
∧1392

∨
）。
花
の
御
所
の
近
く
の
相
国
寺
と
、

三
条
坊
門
第
（
元
は
三
条
坊
門
南
高
倉
東
一
町
に
在
っ
て
、
尊
氏
が
邸
宅
と
し
、
義
詮
の
時
代
に
東
隣
の
南
万
里
小
路
東

に
移
っ
た
と
い
う
。
前
者
は
現
在
の
中
京
区
御
所
八
幡
町
、
後
者
は
同
じ
く
東
八
幡
町
付
近
に
当
た
る
）
の
側
に
あ
っ
た

等
持
寺
と
並
ん
で
、
足
利
氏
の
菩
提
寺
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

　

翌
年
に
は
自
ら
の
禅
の
修
行
場
と
し
て
塔た
っ

頭ち
ゅ
う（

禅
寺
の
敷
地
内
に
建
て

た
小
院
）・
鹿ろ
く
お
ん
い
ん

苑
院
を
創
建
す
る
。さ
ら
に
元
中
二
年
／
至
徳
二
年（1385

）

に
は
東
大
寺
・
興
福
寺
な
ど
の
南
都
寺
院
を
参
詣
し
、
同
々
五
年
に

は
駿
河
の
富
士
山
を
遊
覧
、
ま
た
元
中
六
年
／
康
応
元
年
（1389

）
に

安
芸
の
厳
島
神
社
を
参
詣
す
る
な
ど
、
視
察
を
兼
ね
て
権
力
を
示
威

し
た
。

　
「
花
の
御
所
」
の
由
来
は
・
・
・

　

足
利
家
と
花
の
御
所
と
の
関
係
は
義
詮
の
時
代
に
始
ま
る
。
彼
は

室
町
季す
え

顕あ
き

の
邸
宅
だ
っ
た
花
亭
を
買
上
げ
て
別
邸
と
し
た
。
の
ち
に

足
利
家
よ
り
崇
光
上
皇
に
献
上
さ
れ
、
花
亭
は
「
花
の
御
所
」
と
呼

ば
れ
た
。
し
か
し
、
の
ち
に
は
使
わ
れ
な
く
な
る
。

　

三
代
将
軍
の
義
満
は
、
天
授
四
年
／
永
和
四
年
（1378

）、
北
小
路

室
町
に
在
っ
た
崇
光
上
皇
御
所
跡
と
と
も
に
、
今
出
川
公
直
の
邸
宅

だ
っ
た
菊
亭
の
跡
地
を
併
せ
た
敷
地
（
東
西
一
町
、
南
北
二
町
）
に
、
邸

宅
の
造
営
を
始
め
、
同
年
、
元
の
菊
亭
部
分
の
施
設
が
完
成
す
る
。

　

義
満
は
三
条
坊
門
第
か
ら
移
り
、
後
に
こ
の
新
し
い
邸
宅
は
「
上
御

所
」、従
来
の
坊
門
三
条
殿
は「
下
御
所
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

工
事
は
続
け
ら
れ
て
、翌
年
、公
家
の
邸
宅
に
見
ら
れ
る
寝
殿
を
着
工
し
、二
年
後（1381

）に
完
成
し
た
。

庭
内
に
は
鴨
川
か
ら
水
を
引
き
、
各
地
の
守
護
大
名
か
ら
献
上
さ
れ
た
四
季
折
々
の
花
木
を
配
置
し
、
こ

こ
に
義
満
は
、
後
円
融
天
皇
や
関
白
二
条
師
嗣
な
ど
を
招
い
て
詩
歌
や
蹴
鞠
の
会
な
ど
を
催
し
た
。

　
守
護
大
名
に
対
し
て
権
力
を
強
化

　

義
満
は
、
天
授
五
年
／
康
暦
元
年
（1379

）、
斯
波
義
将
や
土
岐
頼
康
ら
、
反
細
川
頼
之
派
の
守
護
大

名
に
邸
を
包
囲
さ
れ
て
頼
之
の
罷
免
を
求
め
ら
れ
（
康
暦
の
政
変
）、
後
任
の
管
領
に
義
将
が
任
命
さ
れ
て
、

幕
政
人
事
は
斯
波
派
と
な
る
。

　

ま
た
頼
之
に
対
し
て
追
討
令
が
下
さ
れ
る
が
、
翌
年
に
は
赦
免
さ
れ
て
幕
政
に
復
帰
し
て
い
る
。
義
満

　
上
杉
本
陶
版
『
洛
中
洛
外
圖
』
に
描
か
れ
た
「
花

の
御
所
」。
絵
の
右
が
北
側
で
、
こ
の
絵
の
下
に
は
、

烏
丸
通
に
面
し
た
東
側
の
門
か
ら
出
入
り
す
る
人
々

も
描
か
れ
て
い
る
（
京
都
ア
ス
ニ
ー
収
蔵
）。

　
な
お
、狩
野
永
徳
筆
の
国
宝
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』

は
六
曲
一
双
で
、
左
隻
（
米
沢
市
上
杉
博
物
館
所
蔵
）

の
中
央
左
下
に
「
花
の
御
所
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
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石
清
水
八
幡
宮
検
校
善
法
寺
通
清
の
娘
で
、
後
円
融
天
皇
の
生
母
の
紀
仲
子
（
ち
ゅ
う
し
／
な
か
こ
）
と
、

伊
達
大
膳
大
夫
政
宗
（
伊
達
家
を
中
興
し
た
九
代
当
主
で
、
同
名
の
十
七
代
、
初
代
仙
台
藩
主
は
、
中
興
の
祖
に
あ
や

か
っ
て
命
名
さ
れ
た
と
い
う
）
の
正
室
・
輪
王
寺
殿
は
彼
女
の
姉
妹
に
当
た
る
。
そ
こ
で
後
円
融
天
皇
と
義
満
、

伊
達
家
十
代
当
主
の
氏
宗
は
母
系
の
従
兄
弟
と
な
る
。
ま
た
良
子
の
母
、
智
泉
尼
聖
通
が
順
徳
天
皇
の
皇

子
四
辻
宮
善
統
親
王
の
孫
に
当
た
る
と
も
い
わ
れ
た
た
め
、
系
譜
の
真
贋
は
定
か
で
は
な
い
が
、
義
満
の

皇
胤
説
も
生
ま
れ
た
。

　
寺
社
勢
力
に
対
し
て
・
・
・

　

天
授
五
年
／
康
暦
元
年
（
三
月
に
改
元
さ
れ
て
）（1379

）
八
月
、
南
朝
方
の
武
家
に
奪
わ
れ
た
寺
社
領
の

返
還
を
求
め
、
興
福
寺
の
大
衆
が
、
春
日
大
社
の
神
木
を
奉
じ
て
洛
中
に
強
訴
す
る
と
、
摂
関
家
以
下
、

公
卿
た
ち
は
神
木
の
神
威
を
恐
れ
て
出
仕
を
自
重
し
て
宮
中
の
行
事
が
停
滞
す
る
。
し
か
し
義
満
は
出
仕

を
続
け
、
天
授
六
年
／
康
暦
二
年
（1380

）
に
は
、
中
断
し
て
い
た
御
遊
始
・
作
文
始
・
歌
会
始
な
ど
を

立
て
続
け
に
再
興
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
同
年
十
二
月
、
大
衆
と
神
木
は
具
体
的
な
成
果
を
得
る
こ
と
な
く
奈
良
に
戻
り
、
神
木
入

洛
に
よ
る
強
訴
を
失
敗
に
終
わ
ら
せ
、
寺
社
勢
力
に
打
撃
を
与
え
た
。
た
だ
し
、
年
が
明
け
る
と
幕
府
は
、

興
福
寺
に
使
者
を
派
遣
し
て
直
接
対
話
を
行
な
っ
て
要
望
を
訊
き
、
延
暦
寺
に
対
し
て
も
、
幕
府
と
の
直

の
将
軍
権
力
は
政
変
後
に
確
立
し
た
こ
と
か
ら
、
斯
波
・
細
川
両
派
の
抗
争
を
利
用
し
て
、
相
互
に
牽
制

さ
せ
た
の
で
は
、
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
頼
康
の
死
後
、
分
裂
し
て
争
っ
て
い
た
土
岐
氏
の
内
紛
に
つ
け
込
み
、
土
岐
氏
を
討
伐
し
た

（
土
岐
康
行
の
乱
）。

　

元
中
八
年
／
明
徳
二
年
（1391

）
に
は
、
山
名
氏
の
内
紛
に
介
入
し
て
、
有
力
守
護
大
名
の
山
名
氏
清

を
挑
発
し
て
挙
兵
さ
せ
、
同
年
十
二
月
に
討
伐
す
る
（
明
徳
の
乱
）。

　
積
極
的
に
公
家
社
会
に
参
加
す
る

　

義
満
は
、
正
平
二
十
三
年
／
応
安
元
年
十
二
月
（1369

年
一
月
）、
征
夷
大
将
軍
の
宣せ
ん

下げ

（
文
書
の
交
付
）

を
受
け
、
文
中
二
年
／
応
安
六
年
十
一
月
（1374

年
一
月
）
に
は
従
四
位
下
に
昇
叙
、
参
議
に
補
任
さ
れ
、

左
近
衛
中
将
を
兼
任
し
た
が
、翌
、天
授
元
年
／
永
和
元
年
十
一
月（1375

年
十
二
月
）に
は
従
三
位
に
昇
叙
、

天
授
四
年
／
永
和
四
年
（1378

）
三
月
、
権
大
納
言
に
転
任
、
九
月
、
右
近
衛
大
将
を
兼
任
す
る
。
朝
廷

の
長
老
だ
っ
た
二
条
良
基
の
支
援
を
受
け
、
義
満
は
ま
さ
に
公
家
社
会
の
一
員
と
な
っ
て
行
動
し
た
。

　
紀
良
子
は
・
・
・

　

二
代
将
軍
・
義
詮
の
側
室
で
、
三
代
将
軍
義
満
と
、
そ
の
弟
満
詮
の
母
で
、「
北
向
」
と
号
さ
れ
る
。
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家
と
し
て
初
め
て
源
氏
長
者
と
な
り
、
淳
和
院
（
淳
和
天
皇
の
離
宮
）・
奨
学
院
（
平
安
時
代
の
公
家
の
教
育
機
関
）

の
別
当
を
兼
任
、
准じ
ゅ
さ
ん
ご
う

三
后
（
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
皇
后
の
三
后
に
准
じ
た
皇
族
・
貴
族
の
称
号
で
、
臣
下
で
あ
り
な

が
ら
皇
族
同
等
の
待
遇
と
な
る
公
家
の
頂
点
の
位
）
の
宣
下
を
受
け
、
公
・
武
の
頂
点
に
上
り
詰
め
る
。

　

摂
関
家
の
人
々
に
も
偏
諱
を
与
え
る
な
ど
、
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
ま
に
し
、
掣
肘
す
る
も
の
は
皆
無
に

等
し
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
院
や
天
皇
の
意
思
を
伝
え
て
い
た
伝て
ん

奏そ
う

か
ら
命
令
を
出
さ
せ
て
、
公
武

の
一
体
化
を
推
し
進
め
た
。
公
家
側
も
、
こ
れ
ら
異
例
の
措
置
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

 

北
朝
側
の
武
家
政
権
は
、
義
満
の
活
動
に
よ
っ
て
力
強
さ
を
増
大

さ
せ
る
が
、
南
朝
は
苦
難
の
道
を
歩
み
、
つ
い
に
南
北
合
一
へ

　
南
朝
の
長
慶
天
皇
は
・
・
・

　

既
述
し
た
よ
う
に
、
正
平
二
十
三
年
／
応
安
元
年
（1368

）、
後
村
上
天
皇
が
崩
御
さ
れ
る
と
、
三
月
、

摂
津
の
住
吉
行
宮
（
大
阪
市
住
吉
区
）
に
お
い
て
、
後
村
上
の
第
一
皇
子
、
二
十
六
才
が
践
祚
、
第
三
代
長

慶
天
皇
が
即
位
す
る
。

接
交
渉
が
で
き
る
山
門
使
節
の
設
置
を
認
め
、
仏
事
再
興
に
も
取
り
組
む
な
ど
、
硬
軟
両
様
の
使
い
分
け

を
行
な
っ
た
の
で
、
後
に
義
満
が
元
中
二
年
／
至
徳
二
年
（1385

）
に
南
都
を
参
詣
し
た
と
き
、
南
都
の

僧
侶
た
ち
は
こ
れ
を
歓
迎
し
、
応
永
元
年
（1394

）
に
、
延
暦
寺
ゆ
か
り
の
日
吉
社
を
参
詣
し
た
と
き
も
、

延
暦
寺
か
ら
参
詣
費
用
の
献
上
が
行
な
わ
れ
、
義
満
は
御
礼
に
堂
舎
を
寄
進
し
て
い
る
。

　
北
朝
六
代
の
後
小
松
天
皇
が
即
位

　

永
徳
二
年
（1382
）
四
月
、
後
円
融
天
皇
の
第
一
皇
子
、
幹も
と

仁ひ
と

が
父
の
後
円
融
の
譲
位
を
受
け
、
六
歳

で
即
位
す
る
。
母
は
内
大
臣
三
条
公
忠
の
娘
、
通
陽
門
院
藤
原
厳
子
で
、
後
円
融
上
皇
に
よ
る
院
政
が
行

な
わ
れ
た
。

　

朝
廷
内
部
に
ま
で
政
治
的
影
響
力
を
与
え
、
多
く
の
公
家
を
主
従
関

係
の
下
に
置
い
た
将
軍
義
満
と
上
皇
の
関
係
は
そ
の
こ
ろ
険
悪
で
、
両

者
は
対
立
し
て
い
た
。

　
義
満
は
公
武
勢
力
の
頂
点
に

　

義
満
は
内
大
臣
、
左
大
臣
に
就
任
し
、
祖
父
・
尊
氏
や
父
を
越
え
て

官
位
の
昇
進
を
続
け
る
。
弘
和
三
年
／
永
徳
三
年
（1383
）
に
は
、
武

足利義満像（鹿苑寺蔵）
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だ
歌
を
比
べ
、
優
劣
を
争
っ
て
批
評
す
る
）
が
盛
ん
に
催
さ
れ
た
と
い
う
。

　

天
授
元
年（1375

）の『
五
百
番
歌
合
』、同
二
年
の『
千
首
和
歌
』（
三
二
二
首
が
現
存
す
る
）が
あ
り
、ま
た
、

弘
和
元
年
（1381

）
十
月
、
宗
良
親
王
の
私
撰
和
歌
集
を
准
勅
撰
集
（『
新
葉
和
歌
集
』）
と
し
、
同
書
に
「
御

製
」
と
し
て
五
十
三
首
が
入
集
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
歌
風
は
平
明
で
、大
覚
寺
統
伝
統
の
二
条
派
に
属
す
。

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
と
し
て
知
ら
れ
る
『
仙
源
抄
』
は
長
慶
の
著
と
さ
れ
、『
孟
子
集
註
』･
『
雲

州
往
来
』･

『
台
記
』（
宇
治
左
大
臣
藤
原
頼
長
の
日
記
）
な
ど
の
研
究
も
行
な
っ
た
と
い
う
。

　
後
亀
山
天
皇
の
擁
立
へ

　

弘
和
三
年
（1383

）
十
月
付
の
綸
旨
で
は
、長
慶
の
在
位
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、弟
（
後
村
上
の
第
二
子
）

へ
の
譲
位
の
時
期
は
判
然
と
し
て
い
な
い
。

　

退
位
の
背
景
と
し
て
、弘
和
二
年
（1382

）
閏
一
月
、楠
木
正
儀
が
南
朝
に
帰
参
し
て
和
平
派
が
台
頭
し
、

そ
の
勢
力
が
穏
健
な
東
宮
を
擁
立
す
る
動
き
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

長
慶
が
崩
御
さ
れ
た
の
は
、
応
永
元
年
（1394

）
と
さ
れ
、
そ
の
地
に
つ
い
て
は
紀
伊
、
和
泉
な
ど
の

諸
説
が
あ
る
。

　
後
亀
山
は
擁
立
さ
れ
た
が
・
・
・

　

後
亀
山
天
皇
は
、
兄
・
長
慶
天
皇
が
即
位
し
た
正
平
二
十
三
年
に
立
太
子
さ
れ
、
皇こ
う

太た
い

弟て
い

（
皇
位
を
継

　

長
慶
の
諱
は
寛ゆ
た

成な
り

、、
母
は
二
条
師も
ろ

基も
と

（
関
白
を
務
め
た
公
卿
）
の
猶
子
・
嘉か

喜き

門
院
（
女に

ょ

院い
ん

∧
皇
后
な
ど
に

準
ず
る
称
号
∨･

歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
）
で
、
興
国
四
年
／
康
永
二
年
（1343

）、
生
誕
は
吉
野
行
宮
と
さ
れ

て
い
る
が
、
生
い
立
ち
に
不
明
な
点
が
多
い
。
在
位
・
非
在
位
の
議
論
も
あ
っ
た
が
、
近
年
の
研
究
成
果

に
よ
っ
て
、
在
位
説
は
確
定
的
な
も
の
と
な
り
、
大
正
十
五
年
（1926

）
に
詔
書
が
発
布
さ
れ
て
、
正
式

に
第
九
十
八
代
天
皇
と
し
て
公
認
さ
れ
た
。

　
行
宮
は
転
々
と
し
て
移
動
す
る

　

即
位
後
間
も
な
く
、
南
朝
側
で
、
南
北
和
平
派
だ
っ
た
楠
木
正ま
さ

儀の
り

（
正
成
の
三
男
）
が
北
朝
に
降
っ
た
た

め
吉
野
に
戻
り
、
翌
、
正
平
二
十
四
年
四
月
、
河
内
天
野
の
金
剛
寺
（
現
・
大
阪
府
河
内
長
野
市
）
に
移
る
。

　

文
中
二
年
／
応
安
六
年
（1373
）
に
、正
儀
ら
の
先
導
で
細
川
氏
春
・
赤
松
光
範
ほ
か
か
ら
攻
撃
を
受
け
、

七
十
人
余
り
が
討
ち
取
ら
れ
た
た
め
、
同
年
八
月
、
再
び
吉
野
に
還
幸
し
た
。

　

し
か
し
、
長
く
吉
野
行
宮
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
天
授
五
年
／
康
暦
元
年
（1379

）
九
月
に
は

行
宮
が
大
和
栄
山
寺
（
現
・
奈
良
県
五
條
市
）
に
移
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
賀あ

の

う
名
生
な
ど
に
行
宮
が
置
か
れ
た

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
長
慶
は
若
年
よ
り
和
歌
に
優
れ
・
・
・

　

文
中
三
年
（1374

）
の
冬
、
伯
父
の
宗
良
親
王
が
信
濃
か
ら
吉
野
入
り
し
、
歌う
た

合あ
わ
せ（

二
組
の
歌
人
が
詠
ん
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本
格
的
な
交
渉
を
開
始
し
た
。

　
講
和
条
件
が
提
示
さ
れ
る

　

翌
年
の
元
中
九
年
／
明
徳
三
年
（1392

）、
大
内
義
弘
が
南
朝
の
右
大
臣
・
吉
田
宗む
ね

房ふ
さ

や
内
大
臣
・
阿あ

野の

実さ
ね

為た
め

と
接
触
し
、
十
月
、
両
朝
講
和
の
た
め
の
条
件
が
、
義
満
か
ら
、
吉
田
兼か
ね

煕ひ
ろ

（
神
祇
官
で
公
卿
に
列

せ
ら
れ
た
人
）
を
通
じ
て
南
朝
の
後
亀
山
天
皇
に
提
示
さ
れ
た
。

　
和
睦
の
条
件
は
・
・
・

　

持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
が
交
互
に
即
位
す
る
こ
と
（
両
統
迭て

つ
り
つ立

）、
諸
国
の
国こ
く

衙が

領り
ょ
う（

荘
園
に
対
す
る
公
領

の
こ
と
）
を
全
て
大
覚
寺
統
の
所
有
と
す
る
こ
と
（
実
際
に
は
国
衙
領
は
わ
ず
か
し
か
無
か
っ
た
）
で
、
後
亀
山

が
保
持
し
て
い
た
三
種
の
神
器
を
北
朝
の
後
小
松
天
皇
に
接
収
さ
せ
、
南
朝
が
解
消
さ
れ
る
形
で
南
北
朝

を
合
一
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
明
徳
の
和
約

　

明
徳
三
年
／
元
中
九
年
（1392

）、
後
亀
山
は
保
持
し
て
い
た
三
種
の
神
器
を
奉
じ
て
吉
野
を
出
立
し
、

京
都
大
覚
寺
に
到
着
し
て
、
北
朝
・
後
小
松
の
土つ
ち

御み
か

門ど
の

内だ
い

裏り

（
平
安
京
の
現
京
都
市
上
京
区
に
在
っ
た
里さ

と

内
裏
）

（
註
：
内
裏
は
天
皇
の
私
区
域
で
、
御
所
、
禁き

ん

裏り

、
大お

お

内う
ち

な
ど
の
異
称
あ
り
）
に
移
さ
れ
、
こ
こ
に
皇
統
は
北
朝
の
一

統
に
帰
す
る
こ
と
と
な
る
。

ぐ
こ
と
に
決
め
ら
れ
た
、天
皇
の
弟
）
と
し
て
天
皇
の
政
務
を
補
佐
し
た
と
い
う
。
践
祚
は
、弘
和
三
年
（1383

）

の
冬
、
当
時
の
行
宮
、
大
和
の
栄
山
寺
に
於
い
て
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

諱
は
熙ひ
ろ

成な
り

、
兄
と
同
毋
と
い
う
説
に
対
し
て
、
公
卿
の
阿あ

野の

実さ
ね

為た
め

の
女
と
も
さ
れ
る
。
誕
生
は
、
賀
名

生
行
宮
で
、
正
平
五
年
（1350

）
と
推
測
さ
れ
る
。

　

元
中
九
年
／
明
徳
三
年
、
閏
十
月
（1392

）
ま
で
、
後
亀
山
が
在
位
し
た
九
年
間
は
、
南
朝
政
権
の
衰

退
期
で
、
政
令
が
及
ぶ
範
囲
は
大
和
・
河
内
・
和
泉
・
紀
伊
な
ど
の
行
宮
を
中
心
と
し
た
地
方
の
他
、
九

州
の
征
西
府
や
四
国
の
河
野
氏
の
勢
力
域
に
限
ら
れ
て
い
た
。

　
南
朝
は
衰
微
し
て
弱
体
化
す
る

　

弘
和
／
永
徳
・
元
中
／
至
徳
年
間
（1381

〜89

）
に
入
る
と
、
征
西
将
軍
宮
と
し
て
九
州
を
支
配
し
た

懐か
ね
な
が良
親
王
は
世
を
去
り
（
没
年
：
弘
和
三
年
∧1383

∨
）、
同
じ
頃
、
南
朝
軍
事
力
の
支
柱
と
し
て
武
家
方

に
対
抗
し
た
北
畠
顕
能
も
死
没
し
、
ま
た
、
動
乱
の
初
期
か
ら
南
朝
を
支
え
た
宗
良
親
王
が
亡
く
な
っ
て

（
没
年
：
元
中
二
年
∧1385

∨
）、
南
朝
は
急
速
に
威
勢
を
失
な
う
。

　

し
か
し
、
対
す
る
将
軍
義
満
の
政
権
は
隆
盛
を
極
め
、
実
力
の
差
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
義

満
は
、
明
徳
二
年
（1391

）
の
明
徳
の
乱
で
有
力
な
守
護
大
名
の
山
名
氏
を
弱
体
化
さ
せ
、
武
家
勢
力
を

統
率
す
る
と
、
南
朝
と
領
地
を
接
す
る
和
泉
・
紀
伊
の
守
護
、
大
内
義
弘
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
南
朝
と
の
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五
十
八
年
間
に
わ
た
る
朝
廷
の
分
裂
は
終
結
し
て
、南
朝
元
号
の「
元
中
」は
廃
絶
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、

南
朝
に
任
官
し
て
い
た
公
家
は
一
部
を
除
い
て
北
朝
へ
の
任
官
が
適
わ
ず
、
公
家
社
会
か
ら
没
落
し
た
。

　
後
亀
山
天
皇
の
決
断

　

後
亀
山
は
後
年
、
両
朝
合
一
を
決
断
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
自
ら
の
運
命
を
ひ
と
え
に
天
道
神
慮
に
任

せ
、
民
間
の
憂
い
を
除
く
た
め
だ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。

　

合
一
後
、
大
覚
寺
を
仙せ
ん

洞と
う

（
御
所
）
と
し
た
後
亀
山
は
「
大
覚
寺
殿
」
と
称
さ
れ
て
、
武
家
政
権
の
被

扶
養
者
と
し
て
の
待
遇
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
尊
号
を
贈
る

　

後
亀
山
は
、
明
徳
五
年
（1394
）
二
月
、
天
竜
寺
に
て
義
満
と
面
会
し
、「
不
登
極
帝
（
即
位
し
な
か
っ
た

天
皇
）」
と
し
て
太
上
天
皇
（
上
皇
）
の
尊
号
を
贈
ら
れ
る
。
延
元
元
年
／
建
武
三
年
（1336

）
北
朝
の
光

明
天
皇
が
南
朝
・
後
醍
醐
天
皇
（
後
亀
山
の
祖
父
）
に
対
し
て
太
上
天
皇
号
を
贈
っ
た
例
に
準
ず
る
も
の
と

さ
れ
た
が
、
幕
府
が
旧
北
朝
と
後
亀
山
と
の
双
方
の
体
面
を
保
つ
た
め
に
採
用
し
た
苦
肉
の
策
だ
っ
た
。

　
北
朝
の
後
円
融
上
皇
が
崩
御
し
て

　

明
徳
四
年
（1393

）
に
上
皇
が
崩
御
す
る
と
、義
満
は
朝
廷
へ
の
影
響
を
さ
ら
に
強
め
、後
世
に
は
「
義

満
の
院
政
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
権
力
を
振
る
い
、
上
皇
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
の
で
、
後
円
融
天
皇
の
後

継
と
な
っ
た
後
小
松
天
皇
は
、
そ
の
下
で
傀
儡
に
甘
ん
じ
た
。

　
義
満
は
出
家
す
る
が
・
・
・

　

自
己
の
権
力
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
義
満
は
、
応
永
元
年
（1394

）
に
嫡
男
の
足
利
義
持
に
将
軍
職

を
譲
っ
て
隠
居
す
る
。
し
か
し
、
政
治
上
の
実
権
は
握
り
続
け
、
同
年
、
従
一
位
太
政
大
臣
に
ま
で
昇
進

す
る
。
翌
年
に
は
出
家
し
て
道
義
と
号
し
た
が
、
義
満
の
出
家
の
意
図
は
、
征
夷
大
将
軍
と
し
て
武
家
の
、

ま
た
太
政
大
臣
・
准
三
后
と
し
て
公
家
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頂
点
に
達
し
た
義
満
が
、
残
さ
れ
た
寺
社
勢
力

を
支
配
す
る
地
位
を
も
得
よ
う
と
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
義
満
の
出
家
に
際
し
て
、
斯
波
義
将
を
は
じ
め
多
く
の
武
家
や
公
家
も
追
従
し
て
出
家
し
た
。

　
応
永
の
乱
の
後
に
西
日
本
を
支
配
す
る

　

応
永
二
年
（1395

）
に
は
、
九
州
探
題
と
し
て
独
自
の
権
力
を
持
っ
て
い
た
今
川
貞
世
を
罷
免
す
る
。

ま
た
応
永
六
年
（1399

）
に
は
、
西
国
の
有
力
大
名
の
大
内
義
弘
を
挑
発
し
、
義
弘
が
堺
で
挙
兵
し
た
の

を
機
に
討
伐
（
応
永
の
乱
）
し
て
、
義
満
に
対
抗
で
き
る
勢
力
は
西
日
本
か
ら
も
排
除
さ
れ
た
。

　
後
亀
山
は
出
家
し
て
・
・
・

　

一
方
、
後
亀
山
は
、
応
永
四
年
（1397

）
に
尊
号
お
よ
び
兵
ひ
ょ
う

仗じ
ょ
う（

実
戦
用
の
武
器
）
を
辞
退
し
た
が
、
義

満
も
こ
れ
を
了
承
し
た
。
そ
の
後
後
亀
山
は
出
家
し
て
金
剛
心
と
号
し
、ひ
た
す
ら
隠
遁
生
活
に
入
っ
た
。
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『
新
続
古
今
和
歌
集
』
に
は
三
首
を
入
集
さ
れ
て
い
る
。

　

わ
ず
か
な
公
家
が
側
近
と
し
て
仕
え
て
い
た
が
、
応
永
十
七
年
（1410

）
十
一
月
、
突
如
嵯
峨
を
出
奔

し
て
吉
野
に
潜
幸
し
、
以
来
こ
こ
で
六
年
を
過
ご
す
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
生
活
上
の
困
窮
に
よ
る
も

の
（『
看
聞
日
記
』）
と
さ
れ
て
い
る
が
、当
時
の
幕
府
が
講
和
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
両
統
迭
立
を
破
っ
て
、

後
小
松
天
皇
の
皇
子
の
即
位
を
目
論
ん
で
い
る
と
い
う
動
静
に
不
満
を
抱
き
、
そ
の
抗
議
行
動
で
あ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
和
睦
の
条
件
は
守
ら
れ
ず
・
・
・

　

事
実
、
南
北
朝
の
合
一
は
行
な
わ
れ
て
も
、

実
際
に
は
形
式
的
で
、
力
を
も
っ
た
義
満
は
、

両
統
迭
立
の
原
則
を
守
ら
ず
、
持
明
院
統
の
皇

統
は
継
続
さ
れ
た
。

　

応
永
十
九
年
（1412

）、
後
小
松
天
皇
の
皇

子
が
即
位
し
て
、
称
光
天
皇
と
な
り
、
約
束
は

反ほ

ご故
に
さ
れ
る
。

　
南
朝
の
抵
抗
は
続
く

　

こ
れ
に
反
発
し
た
南
朝
の
後
胤
や
遺
臣
ら
は
、以
後
十
五
世
紀
半
ば
ま
で
続
い
た
。
後
南
朝
と
呼
ば
れ
、

彼
ら
の
抵
抗
は
次
第
に
激
化
し
た
。

　

し
か
し
、
嘉
吉
の
乱
で
取
り
潰
さ
れ
た
赤
松
氏
の
復
興
を
願
う
遺
臣
た
ち
は
、
長
禄
元
年
（1457

）、

南
朝
の
末
裔
と
い
う
自
天
王
（
尊
秀
王
）・
忠
義
王
兄
弟
を
討
ち
、
彼
ら
が
南
朝
復
興
を
唱
え
て
奪
っ
た

神
璽
を
奪
回
し
た
。
自
天
王
・
忠
義
王
の
兄
弟
は
殺
害
さ
れ
、
後
南
朝
は
次
第
に
勢
力
を
失
い
つ
つ
、
歴

史
上
か
ら
そ
の
姿
を
消
し
た
。

 

近
世
以
来
、「
南
北
朝
の
い
ず
れ
が
正
統
か
」
が
議
論
さ
れ
た
。

　
南
北
朝
正せ
い

閏じ
ゅ
ん
論
と
は

　

閏
は
う
る
う
年
の
閏
と
同
じ
で
、「
正
統
で
は
な
い
が
偽
物
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
南
朝

正
統
、
北
朝
正
統
、
あ
る
い
は
両
統
対
立
、
両
統
並
立
論
が
あ
る
。

【
大
覚
寺
統
】〔
南
朝
〕

─ 

96
後
醍
醐 
─ 

97
後
村
上 

┬ 

98
長
慶 

─（
不
詳
）

	

│	

〔
玉
川
宮
家
〕

	

│

	

├ 

99
後
亀
山 

─ 

小
倉
宮
恒
敦

	

│	

〔
小
倉
宮
家
〕

	
└ 

惟
成

	
〔
護
聖
院
宮
家
〕

【
持
明
院
統
】〔
北
朝
〕

	

（
後
崇
光
院
）

─
┬ 

光
厳
１北 

┬ 

崇
光
３北 

─ 

栄
仁 

─ 

貞
成 

┬ 

102
後
花
園 

─

	

│	

│	

│

	

│	

│	

│

	

└ 

光
明
２北	

│	

└ 

貞
常

	

│	

〔
伏
見
宮
家
〕

	

│

	

└ 

後
光
厳
４北 

─ 

後
円
融
５北 

─ 

100
後
小
松
６北 

─ 

101
称
光

南
北
朝
天
皇
系
図
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北
朝
方
の
南
朝
観
は
・
・
・

　

明
徳
三
年
／
元
中
九
年
（1392

）
閏
十
月
二
日
、
南
朝
の
後
亀
山
天
皇
が
吉
野
か
ら
京
都
の
大
覚
寺
に

入
り
、
三
日
後
に
三
種
の
神
器
が
後
小
松
天
皇
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
し
か
し
後
小
松
は
、
自
己
の
皇
統
こ

そ
正
統
な
も
の
と
主
張
し
、後
村
上
以
後
の
南
朝
の
天
皇
は
上
皇
だ
っ
た
後
醍
醐
院
が
勝
手
に
立
て
た「
南

方
偽
主
」
と
し
て
、
後
亀
山
が
行
幸
の
体
裁
で
入
京
し
た
こ
と
に
反
発
し
た
。

　
和
談
の
合
意
内
容
に
反
発
す
る

　

し
か
も
、
明
徳
の
和
約
は
義
満
ら
室
町
政
権
と
南
朝
方
と
の
間
で
の
み
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
北
朝
方

は
そ
の
内
容
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
ま
た
は
合
意
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
か
、
北

朝
で
は
大
覚
寺
統
と
持
明
院
統
に
よ
る
両
統
迭
立
な
ど
、
和
談
の
合
意
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
強
く

反
発
し
た
。

　
後
小
松
は
後
亀
山
と
の
会
見
を
拒
絶

　

平
安
時
代
末
期
に
安
徳
天
皇
と
と
も
に
西
国
に
渡
っ
た
神
器
が
、
安
徳
が
崩
御
し
た
た
め
に
京
都
に

戻
っ
た
先
例
に
従
い
、
後
小
松
は
、
権
大
納
言
ら
を
大
覚
寺
に
派
遣
し
て
神
器
を
内
裏
に
遷
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
（『
南
山
御
出
次
第
』『
御
神
楽
雑
記
』）。

　

ま
た
、
元
号
も
北
朝
の
「
明
徳
」
が
依
然
と
し
て
用
い
ら
れ
続
け
、
二
年
後
の
明
徳
五
年
（1394

）
二

月
に
、
後
亀
山
に
太
上
天
皇
の
尊
号
を
奉
る
時
も
、
朝
廷
で
は
天
皇
や
公
家
た
ち
の
多
く
が
反
発
し
て
議

論
し
た
。
足
利
義
満
の
強
い
申
し
入
れ
に
よ
っ
て
「
不
登
極
帝
」（
正
式
に
は
即
位
し
な
か
っ
た
人
）
の
扱
い

と
し
て
尊
号
が
定
ま
っ
た
と
い
う
（『
荒
暦
』）。

　
後
小
松
天
皇
と
北
朝
の
公
家
に
は

　

大
覚
寺
統
の
皇
統
は
否
定
さ
れ
て
然
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
自
己
の
皇
統
の
正
統
性
に
確
信
を
も
っ
て

い
た
。
し
か
も
、
持
明
院
統
の
後
光
厳
流
皇
統
に
在
る
後
小
松
は
、
皇
位
継
承
を
巡
っ
て
、
崇
光
流
皇
統

と
も
呼
ぶ
べ
き
伏
見
宮
と
対
立
関
係
に
あ
っ
て
、
そ
の
主
張
に
は
、
熱
気
が
こ
も
っ
て
い
た
。

　
北
朝
は
京
都
の
朝
廷
を
把
握

　

正
平
一
統
前
後
に
南
朝
方
が
京
都
を
占
領
し
た
こ
と
が
四
回
も
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
短
期
間
に
終
わ

り
、
そ
の
余
の
北
朝
は
、
京
都
に
お
い
て
朝
廷
機
構
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
、
北
朝
方
の
自
負
の
裏
付

け
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
後
村
上
・
長
慶
の
両
天
皇
は
そ
の
在
位
を
否
認
し
、
後
亀
山
の
在
位
も

認
め
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
鎌
倉
時
代
の
後
高
倉
院
（
守
貞
親
王
）
の
例
な
ど
に
準
じ
る
形
で
、
太
上
天

皇
の
待
遇
の
み
は
認
め
ら
れ
た
。
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称
光
天
皇
に
皇
位
を
譲
っ
た
が
・
・
・

　

後
小
松
天
皇
は
退
位
後
、
大
覚
寺
統
の
皇
族
で
は
な
く
実
子
の
称
光
天
皇
に
皇
位
を
譲
っ
た
が
、
称
光

は
子
供
の
な
い
ま
ま
重
病
と
な
り
、
崩
御
す
れ
ば
、
後
光
厳
流
皇
統
の
断
絶
は
確
実
と
な
っ
た
。

　
後
小
松
の
後
継
は
崇
光
流
の
皇
統
に

　

そ
の
た
め
、
崇
光
天
皇
の
第
一
皇
子
栄よ
し

仁ひ
と

親
王
を
初
代
と
す
る
伏
見
宮
家
に
白
羽
の
矢
が
立
ち
、
三
代

貞さ
だ

成ふ
さ

親
王
の
第
一
王
子
、
彦ひ
こ

仁ひ
と

王
が
、
嗣
子
の
な
い
称
光
天
皇
の
猶
子
と
な
っ
て
皇
統
を
継
ぎ
、
正
長
元

年
（1428

）
に
践
祚
す
る
。
翌
永
享
元
年
の
十
二
月
、
後
花
園
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
。

　

応
永
三
十
三
年
（1426
）、
後
小
松
上
皇
は
内
大
臣
洞
院
満
季
に
命
じ
て
『
本
朝
皇
胤
紹じ
ょ
う

運う
ん

録
』
を
編

纂
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
記
録
は
、
そ
の
後
、
勅
撰
の
皇
室
系
譜
と
し
て
、
幕
末
に
至
る
ま
で
宮
中
で
重

ん
じ
ら
れ
る
。
後
世
、
書
写
・
刊
行
の
度
に
当
時
の
天
皇
・
皇
族
に
つ
い
て
追
補
さ
れ
、
昭
和
天
皇
ま
で

書
き
継
が
れ
て
い
て
、
北
朝
正
統
論
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

伏
見
宮
家
は
皇
位
継
承
者
に
非
ず

　

ま
た
、
伏
見
宮
に
対
し
て
も
、
後
花
園
天
皇
を
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
子
で
は
な
く
、
後
小
松
上
皇
の
子

と
し
て
掲
載
し
た
。
伏
見
宮
は
正
統
な
皇
位

　

こ
れ
は
、
南
朝
・
伏
見
宮
と
と
も
に
正
統
な
皇
位
承
者
で
は
な
い
と
す
る
、
後
小
松
上
皇
の
強
い
信
念

の
現
わ
れ
で
あ
り
、
崩
御
の
時
の
遺
詔
に
お
い
て
も
、
貞
成
親
王
を
太
上
天
皇
に
す
る
こ
と
の
無
い
よ
う

に
念
を
押
し
て
い
る
。

　
尊
号
が
贈
ら
れ
る

　

権
大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
、
後
小
松
の
側
近
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
万ま
で

里の

小こ
う

路じ

時と
き

房ふ
さ

は
、
皇
位
を
継
承
し

た
後
花
園
が
、実
父
で
あ
る
貞
成
親
王
に
尊
号
を
奉
じ
よ
う
と
し
た
時
、亡
く
な
っ
た
後
小
松
の
遺
詔
（
ゆ

い
し
ょ
う
／
い
し
ょ
う
／
ゆ
い
じ
ょ
う
／
い
じ
ょ
う
、
天
皇
・
上
皇
が
、
生
前
の
う
ち
に
崩
御
後
の
こ
と
に
つ
い
て
指
示
し

た
詔
）
を
遵
守
し
、
反
対
論
を
唱
え
て
い
た
（
日
記
『
建
内
記
』）。
だ
が
、
後
小
松
上
皇
崩
御
後
の
文
安
四

年
（1447

）、
貞
成
親
王
に
「
後
崇
光
院
」
の
尊
号
が
贈
ら
れ
た
。

　
『
神
皇
正
統
記
』
に
反
駁
し
て

　

そ
の
後
、
後
花
園
の
子
、
後
土
御
門
天
皇
の
時
代
に
、
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』
の
続
編
の
体
裁

を
採
り
な
が
ら
、
同
書
を
批
判
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
、
小お

槻づ
き

晴は
る

富と
み

の
『
続
神
皇
正
統
記
』
が
現
わ
れ
た
。

　

第
九
十
六
代
の
後
村
上
天
皇
を
否
定
し
、
光
厳
院
を
九
十
六
代
、
後
醍
醐
天
皇
の
重
祚
を
九
十
七
代
、

光
明
院
を
九
十
八
代
と
し
て
、
以
後
後
花
園
院
ま
で
続
け
て
い
る
。
こ
の
書
は
、
後
嵯
峨
天
皇
以
前
は
、

兄
を
嫡
流
と
す
る
正
統
論
で
描
き
な
が
ら
、
そ
れ
以
後
は
弟
の
亀
山
天
皇
の
系
統
を
嫡
流
と
す
る
、
親
房

に
対
す
る
鋭
い
批
判
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
北
朝
系
公
家
の
典
型
的
な
歴
史
認
識
を
示
し
た
も
の
で
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あ
っ
た
。

　
現
・
皇
室
に
受
け
継
が
れ
る

　

後
花
園
天
皇
の
系
統
は
今
日
の
皇
室
に
連
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
貞
成
親
王
の
第
二
王
子
貞
常
親
王
の

系
統
は
以
後
代
々
と
伏
見
宮
を
継
承
し
、
明
治
に
な
る
と
そ
こ
か
ら
数
多
く
の
新
宮
家
を
創
設
し
た
。

　
南
朝
正
統
論
の
嚆
矢
は
・
・
・

　

南
朝
方
の
重
鎮
で
あ
っ
た
北
畠
親
房
が
著
し
た
『
神
皇
正
統
記
』
で
、
親
房
は
三
種
の
神
器
の
所
在
と

皇
統
に
お
け
る
「
正
統
」
概
念
を
も
っ
て
南
朝
正
統
論
を
唱
え
た
。
そ
の
後
、
北
朝
に
よ
っ
て
皇
統
が
統

一
さ
れ
て
楠
木
正
成
ら
南
朝
方
の
人
々
が
「
朝
敵
」
と
認
定
さ
れ
、
さ
ら
に
南
北
朝
合
一
後
も
八
十
年
近

く
に
わ
た
っ
て
「
後
南
朝
」
と
呼
ば
れ
る
北
朝
と
足
利
政
権
に
対
す
る
南
朝
復
興
運
動
が
続
い
た
が
、
親

房
以
後
は
南
朝
正
統
を
唱
え
る
論
者
は
い
な
い
状
態
が
続
く
。

　

こ
の
風
潮
が
変
化
し
た
の
は
、『
太
平
記
』
が
流
布
さ
れ
て
公
家
や
武
士
な
ど
に
愛
読
さ
れ
、
南
朝
方

に
対
す
る
同
情
的
な
見
方
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
だ
。 

永
禄
二
年
（1559

）、
楠
木
正

成
の
子
孫
を
名
乗
る
楠
木
正
虎
の
申
請
に
よ
っ
て
、
楠
木
正
成
は
朝
敵
の
赦
免
を
受
け
、
南
朝
を
論
じ
る

こ
と
が
タ
ブ
ー
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
は
画
期
と
い
え
る
。

　
江
戸
時
代
の
前
期
に

　

水
戸
藩
主
・
徳
川
光
圀
み
つ
く
に
が
南
朝
を
正
統
と
す
る
『
大
日
本
史
』
を
編
纂
し
た
こ
と
は
後
世
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。『
大
日
本
史
』
は
三
種
の
神
器
の
所
在
な
ど
を
理
由
と
し
て
南
朝
を
正
統
と
し

て
扱
っ
た
。

　

明
治
維
新
の
さ
い
に
は
、
北
朝
正
統
論
を
奉
じ
て
き
た
公
家
た
ち
が
仕
え
る
朝
廷
か
ら
、
南
朝
正
統
論

の
影
響
を
受
け
て
き
た
維
新
志
士
た
ち
に
よ
る
明
治
政
府
に
皇
室
祭
祀
の
主
導
権
が
移
さ
れ
る
。

　

明
治
二
年
（1869

）
の
鎌
倉
宮
創
建
を
は
じ
め
と
し
て
、
南
朝
関
係
者
を
祀
る
神
社
の
創
建
・
再
興
や

贈
位
な
ど
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
吉
野
朝
時
代
と
呼
ば
れ
・
・
・

　

ま
た
、『
大
日
本
史
』
の
記
述
を
根
拠
と
し
て
、
明
治
天
皇
の
裁
断
で
三
種
の
神
器
を
所
有
し
て
い
た

南
朝
が
正
統
で
あ
る
と
さ
れ
、
南
北
朝
時
代
は
南
朝
が
吉
野
に
あ
っ
た
こ
と
に
因
ん
で
「
吉
野
朝
時
代
」

と
呼
ば
れ
る
。

　

国
定
教
科
書
改
訂
で
両
朝
は
、
並
立
し
て
い
た
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
が
、
一
方
、
南
北
朝
の
ど
ち
ら

の
皇
統
が
正
統
で
あ
る
か
を
巡
っ
て
、
帝
国
議
会
で
の
政
治
論
争
に
ま
で
発
展
し
た
。
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第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
・
・
・

　

歴
史
の
実
態
に
合
わ
せ
て
「
南
北
朝
時
代
」
の
用
語
が
主
流
に
な
っ
た
が
、
天
皇
の
代
数
は
南
朝
で
数

え
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
、
南
朝
を
正
統
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
価
値
観
の
転
換
や
中
世
史
の
研
究

に
よ
っ
て
、
足
利
尊
氏
の
功
績
を
評
価
し
た
り
、
武
家
政
権
に
反
抗
し
た
楠
木
正
成
の
性
格
が
研
究
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
後
醍
醐
天
皇
の
建
武
の
新
政
は
宋
学
の
影
響
で
中
華
皇
帝
的
な
天
皇
独
裁
を
目
指
す
革

新
的
な
も
の
で
あ
る
な
ど
、
南
北
朝
時
代
に
関
し
て
も
新
た
な
認
識
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

北
朝
廷
が
成
立
し
た
の
は
・
・
・

　
両
統
迭
立
の
例
外
と
し
て

　

武
家
政
権
（
北
条
氏
）
の
裁
定
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
家
系
、
持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
は
、
十
年
ご
と
に

天
皇
を
交
代
さ
せ
る
こ
と
（「
両
統
迭て

つ

立り
つ

」）
が
決
め
ら
れ
た
が
、
徳
治
三
年
（1308

）
八
月
に
、
後
二
条
天

皇
が
在
位
七
年
で
急
死
し
た
た
め
、例
外
と
し
て
、後
二
条
（
大
覚
寺
統
）
→
花
園
（
持
明
院
統
）
→
後
醍
醐
（
大

覚
寺
統
）
→
邦
良
親
王
（
大
覚
寺
統
・
後
二
条
嫡
男
）
→
量か
ず

仁ひ
と

親
王
（
持
明
院
統
）
と
い
う
皇
位
継
承
順
位
が
定

め
ら
れ
る
。

　

続
い
て
、
邦
良
親
王
が
正
中
三
年
（1326

）
三
月
に
病
死
し
た
の
で
、
量
仁
親
王
が
繰
り
上
げ
ら
れ
て

立
太
子
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
皇
位
に
在
っ
た
後
醍
醐
は
、
幕
府
・
裁
定
の
無
効
を
主
張
し
て
譲
位
に

応
じ
な
か
っ
た
。

　
後
醍
醐
天
皇
の
廃
位
で
光
厳
が
即
位

　

元
弘
元
年
（1331

）、
後
醍
醐
天
皇
の
倒
幕
の
目
論
み
が
発
覚
し
て
（
元
弘
の
乱
）、
八
月
、
天
皇
が
笠
置

山
に
脱
出
す
る
と
、
武
家
政
権
は
直
ち
に
後
醍
醐
を
廃
位
し
、
皇
太
子
の
量
仁
親
王
、
十
八
才
を
、
光こ
う

厳ご
ん

天
皇
と
し
て
即
位
さ
せ
る
。

　
光
厳
天
皇
は
・
・
・

　

第
九
十
三
代
、後
伏
見
天
皇
（
持
明
院
統
）
の
皇
子
で
、正
和
二
年
（1313

）
生
ま
れ
、諱
を
量か
ず

仁ひ
と

と
い
う
。

母
は
、
左
大
臣
西
園
寺
公き
ん

衡ひ
ら

の
娘
で
女
御
の
寧ね
い

子し

（
や
す
こ
、
と
も
、
広
義
門
院
）。
叔
父
に
あ
た
る
花
園
天

皇
（
九
十
五
代
）
の
猶
子
と
な
り
、嘉
暦
元
年
（1326

）
七
月
、後
醍
醐
天
皇
（
大
覚
寺
統
）
の
皇
太
子
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
捕
虜
と
な
っ
た
後
醍
醐
は
、
承
久
の
乱
の
先
例
に
倣
っ
て
謀
反
人
と
さ
れ
、
翌
元
弘
二
年
／ 

正
慶
元
年
、
隠
岐
島
に
流
さ
れ
る
。
光
厳
天
皇
の
父
親
の
後
伏
見
上
皇
は
院
政
を
行
な
い
、
皇
太
子
に
は
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邦
良
親
王
の
嫡
男
康
仁
親
王
が
立
て
ら
れ
た
の
で
、
両
統
迭
立
の
原
則
は
維
持
さ
れ
た
。

　
尊
氏
は
寝
返
っ
て
・
・
・

　

後
醍
醐
は
、
元
弘
三
年
（1333

）、
隠
岐
を
脱
出
し
て
挙
兵
し
た
の
で
、
こ
れ
を
追
討
す
る
た
め
幕
府

か
ら
足
利
高
氏
（
尊
氏
）
が
派
遣
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
高
氏
は
緒
戦
で
つ
ま
ず
き
、
後
醍
醐
天
皇
の
誘

い
を
受
け
て
寝
返
り
、
天
皇
方
に
就
く
こ
と
を
決
意
し
て
、
四
月
、
所
領
の
丹
波
国
篠
村
（
現
・
京
都
府
亀

岡
市
）
で
兵
を
挙
げ
た
。
反
幕
府
勢
力
を
糾
合
し
て
入
洛
し
、
五
月
に
は
、
六
波
羅
探
題
を
滅
亡
さ
せ
る
。

そ
の
直
後
に
東
国
で
は
、
新
田
義
貞
が
鎌
倉
を
陥
落
さ
せ
た
の
で
、
北
条
氏
は
滅
亡
し
た
。

　
光
厳
は
上
皇
の
処
遇
を
受
け
る

　

光
厳
天
皇
側
は
、
探
題
の
北
条
仲
時
・
時
益
と
と
も
に
東
国
に
逃
れ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
近
江
番

場
宿
で
捕
え
ら
れ
、
光
厳
は
廃
位
さ
れ
る
。
後
醍
醐
側
の
光
厳
天
皇
へ
の
処
遇
は
、「
朕
の
皇
太
子
の
地

位
を
退
き
、
天
皇
と
し
て
即
位
は
し
て
い
な
い
が
特
例
と
し
て
上
皇
待
遇
と
す
る
」
と
さ
れ
、
即
位
の
事

実
を
否
定
さ
れ
た
。

　
尊
氏
は
後
醍
醐
か
ら
離
反
す
る
と

　

し
か
し
、後
醍
醐
に
よ
る「
建
武
の
新
政
」が
失
敗
し
て
、建
武
二
年（1335

）足
利
尊
氏
が
離
反
す
る
と
、

光
厳
上
皇
は
、
尊
氏
に
対
し
て
、
新
田
義
貞
追
討
の
院
宣
を
下
す
。

　

翌
年
の
建
武
三
年
、
尊
氏
は
義
貞
に
敗
れ
て
九
州
に
逃
れ
た
が
、
西
国
で
勢
力
を
回
復
し
て
軍
備
を
整

え
、
天
皇
方
の
勢
力
を
圧
倒
し
つ
つ
京
に
向
か
っ
た
。
途
中
、
鞆と
も

の
浦う
ら

（
現
・
広
島
県
福
山
市
）
で
光
厳
上

皇
の
院
宣
を
得
て
東
上
し
、
五
月
、
湊
川
の
戦
い
で
は
、
新
田
義
貞
・
楠
木
正
成
の
軍
を
破
り
、
再
び
京

都
を
制
圧
す
る
（
延
元
の
乱
）。

　
光
明
天
皇
が
即
位
す
る

　

延
元
元
年
（1336

）
八
月
、
光
厳
上
皇
の
院
宣
に
よ
り
、
光
厳
の
同
毋
弟
の
豊ゆ
た

仁ひ
と

が
即
位
し
て
光こ
う

明
み
ょ
う

天
皇
と
な
る
。
三
種
の
神
器
が
無
い
即
位
は
、
後
鳥
羽
天
皇
が
後
白
河
法
皇
の
院
宣
に
よ
っ
て
即
位
し
た

先
例
に
従
う
も
の
だ
っ
た
。

　
南
北
、
二
つ
の
朝
廷
に
分
裂
・
・
・

　

上
記
し
た
よ
う
に
、
元
弘
元
年
（1331

）、
後
醍
醐
天
皇
が
失
脚
し
た
た
め
、
光
厳
天
皇
が
三
種
の
神

器
を
承
け
て
即
位
し
た
の
で
あ
る
が
、
足
利
氏
の
後
ろ
盾
を
得
て
復
権
し
た
後
醍
醐
は
、
元
弘
三
年
、
光

厳
の
皇
位
を
否
定
し
て
、
自
ら
重
祚
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
後
醍
醐
天
皇
は
吉
野
に
逃
れ
、
京
都
で
即

位
し
た
光
明
天
皇
と
の
間
に
二
つ
の
朝
廷
が
成
立
し
た
の
で
、
北
朝
の
初
代
は
光
明
天
皇
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
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光
明
天
皇
は
・
・
・

　

元
亨
元
年
十
二
月
（1322

年1

月
）
の
生
ま
れ
で
、
当
時
ま
だ
十
四
才
だ
っ
た
の
で
、
兄
の
光
厳
上
皇

が
院
政
を
敷
き
、
こ
こ
に
大
覚
寺
統
の
後
醍
醐
に
対
し
て
、
持
明
院
統
の
光
明
は
並
立
し
て
、
二
つ
に
朝

廷
が
互
い
に
争
う
時
代
に
突
入
す
る
。

　
こ
の
と
き
足
利
政
権
が
成
立

　

一
方
、
足
利
尊
氏
は
、
比
叡
山
延
暦
寺
に
逃
走
し
た
後
醍
醐
天
皇
に
和
議
を
申
し
入
れ
る
。
和
議
に
応

じ
た
後
醍
醐
は
、
十
一
月
、
光
明
天
皇
に
神
器
を
譲
っ
た
。
尊
氏
は
そ
の
直
後
に
、
建
武
式
目
十
七
条
を

定
め
て
政
権
の
基
本
方
針
を
示
し
、
新
た
な
武
家
政
権
の
成
立
を
宣
言
す
る
。

　
後
醍
醐
天
皇
は
吉
野
で
崩
御
す
る

　

延
元
三
年
／
暦
応
元
年
（1338
）、
尊
氏
は
光
明
天
皇
か
ら
征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
、
足
利
氏
の
武

家
政
権
は
名
実
と
も
に
成
立
す
る
。
翌
年
、
後
醍
醐
天
皇
は
吉
野
で
崩
御
し
、
足
利
方
は
南
朝
と
の
戦
い

で
優
位
に
戦
い
を
進
め
る
こ
と
と
な
る
。
南
朝
方
の
北
畠
顕
家
、
新
田
義
貞
、
楠
木
正
成
の
遺
児
正
行
な

ど
が
次
々
に
戦
死
し
、
正
平
三
年
／
貞
和
四
年
（1348
）
に
は
、
高
師
直
が
吉
野
を
攻
め
落
と
し
て
全
山

を
焼
き
払
う
と
い
う
事
態
と
な
る
。

　
崇す

光こ
う
天
皇
が
即
位
す
る

　

正
平
三
年
（1348

）、光
明
天
皇
は
、兄
、光
厳
上
皇
の
第
一
皇
子
（
諱
を
益ま

す

仁ひ
と

と
い
い
、後
に
興お

き

仁ひ
と

と
名
乗
る
。

母
は
内
大
臣
正お

お

親ぎ

町ま
ち

三さ
ん

条じ
ょ
う

公き
ん

秀ひ
で

の
娘
秀ひ

で

子こ

、陽
禄
門
院
）
を
立
太
子
し
、十
月
、譲
位
し
て
崇
光
天
皇
が
即
位
す
る
。

建
武
元
年
（1334

）
の
生
ま
れ
な
の
で
、
当
時
ま
だ
十
五
才
だ
っ
た
の
で
、
光
厳
上
皇
が
院
政
を
敷
い
た
。

　
し
か
し
擾
乱
が
起
こ
っ
て
・
・
・

　

足
利
家
の
内
紛
は
、
対
立
す
る
南
朝
と
北
朝
、
そ
れ
を
支
持
す
る
武
家
や
、
公
家
と
武
家
同
志
の
確
執

な
ど
に
拡
大
さ
れ
（「
観
応
の
擾
乱
」）、
尊
氏
は
南
朝
に
和
議
を
提
案
す
る
。
南
朝
は
、
武
家
政
権
を
返
上

す
る
こ
と
な
ど
を
条
件
と
し
た
の
で
、
北
朝
に
は
不
利
だ
っ
た
が
、
正
平
六
年
／
観
応
二
年
（1351
）
十

月
、
尊
氏
は
南
朝
に
降
伏
し
て
綸
旨
を
得
る
。
十
一
月
、
北
朝
の
崇
光
天
皇
や
皇
太
子
直
仁
親
王
（
花
園

天
皇
の
皇
子
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
実
は
光
厳
の
皇
子
）
は
廃
さ
れ
、
ま
た
、
年
号
も
北
朝
の
「
観
応
」
も
廃
止
さ

れ
て
南
朝
の
「
正
平
」
に
統
一
さ
れ
る
（「
正
平
一
統
」）。

　
「
正
平
一
統
」
は
破
棄
さ
れ
る

　

一
方
、
翌
年
の
正
平
七
年
／
観
応
三
年
／
文
和
元
年
（
九
月
改
元
）
二
月
、
和
議
を
受
け
て
増
長
し
た

南
朝
方
は
、
足
利
尊
氏
、
直
義
兄
弟
の
争
い
に
対
し
て
攻
勢
に
出
る
。

　

わ
ず
か
四
ヶ
月
で
和
議
は
破
れ
、
尊
氏
は
征
夷
大
将
軍
を
解
任
さ
れ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
信
任
を
得
て

い
た
北
畠
親
房
ら
の
南
朝
方
は
、
北
朝
と
足
利
勢
力
を
京
都
と
鎌
倉
か
ら
一
掃
す
る
こ
と
を
画
策
し
た
。
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「
武
蔵
野
合
戦
」
で
は
・
・
・

　

閏
二
月
、
新
田
義
貞
の
遺
児
、
義
興
・
義
宗
兄
弟
と
従
兄
弟
の
脇
屋
義
治
、
さ
ら
に
執
権
・
北
条
高
時

の
次
男
で
、
南
朝
に
降
伏
し
た
時
行
ら
は
上
野
国
で
挙
兵
、
ま
た
、
征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
宗
良
親

王
も
信
濃
国
で
挙
兵
、
南
朝
側
は
鎌
倉
街
道
を
南
下
し
て
、
一
斉
に
進
撃
す
る
。

　

尊
氏
は
鎌
倉
を
出
て
、
こ
れ
を
迎
え
撃
つ
構
え
を
見
せ
た
が
、
南
朝
勢
は
閏
二
月
鎌
倉
を
占
領
す
る
。

金
井
原
（
東
京
都
小
金
井
市
）
お
よ
び
人
見
原
（
同
・
府
中
市
）
の
合
戦
で
は
、
双
方
と
も
相
当
の
損
害
を
出

し
た
と
い
う
。

　

新
田
勢
は
笛
吹
峠
（
埼
玉
県
鳩
山
町
嵐
山
町
境
）
に
陣
を
敷
き
、
高
麗
原
（
埼
玉
県
日
高
市
）・
入
間
河
原
（
埼

玉
県
狭
山
市
）・
小
手
指
原
（
埼
玉
県
所
沢
市
）
で
合
戦
と
な
っ
た
が
、足
利
勢
が
勝
利
し
た
。
尊
氏
の
軍
勢
は
、

三
月
、
鎌
倉
を
奪
還
し
、
敗
れ
た
義
興
と
義
治
は
越
後
に
逃
亡
す
る
。
ま
た
、
北
条
時
行
は
捕
え
ら
れ
て

処
刑
さ
れ
た
。

　

武
藏
野
合
戦
で
勝
利
し
た
武
家
方
は
、
鎌
倉
か
ら
南
朝
方
を
全
面
的
に
排
除
し
た
。

　
「
男
山
八は
ち

幡ま
ん

の
戦
い
」
で
は
・
・
・

　

閏
二
月
、
南
朝
の
軍
事
力
の
支
柱
だ
っ
た
北
畠
顕あ
き

能よ
し

が
鳥
羽
か
ら
入
洛
、
尊
氏
不
在
の
隙
を
突
い
て
、

楠
木
正ま
さ

儀の
り

（
正
成
の
三
男
）･

千ち

種ぐ
さ

顕あ
き

経つ
ね

と
と
も
に
義
詮
に
対
し
て
攻
撃
を
開
始
し
た
。
不
意
を
突
か
れ
た

北
朝
方
は
苦
戦
し
て
、
義
詮
は
近
江
に
逃
れ
た
。
南
朝
方
が
京
都
を
奪
回
し
た
の
は
、
実
に
十
七
年
振
り

と
な
り
、
南
北
朝
分
裂
以
降
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

二
月
に
賀
名
生
を
発
し
た
後
村
上
天
皇
は
、
河
内
国
東
条
（
現
・
大
阪
府
富
田
林
市
）
を
経
て
摂
津
国
住

吉
（
現
・
大
阪
市
住
吉
区
）
に
至
り
、
閏
二
月
、
山
城
国
男
山
（
現
・
京
都
府
八
幡
市
の
石
清
水
八
幡
宮
）
に
入
る
。

京
都
回
復
を
果
た
し
た
北
畠
顕
能
は
、
勅
命
を
勅
命
を
奉
じ
て
持
明
院
殿
に
至
り
、
光
厳
・
光
明
・
崇
光

の
三
上
皇
と
東
宮
直
仁
親
王
を
捕
え
る
。
南
朝
方
は
、
男
山
八
幡
に
連
行
し
、
さ
ら
に
賀
名
生
に
移
し
た
。

　
足
利
義
詮
は
京
都
を
奪
還
す
る

　

近
江
へ
逃
れ
た
義
詮
は
、
各
地
の
守
護
の
力
を
結
集
し
、
勢
力
回
復
を
図
る
。
北
朝
方
は
勢
力
を
盛
り

返
し
て
、
三
月
に
は
京
都
を
奪
還
し
、
続
い
て
、
後
村
上
天
皇
の
仮
御
所
の
置
か
れ
た
男
山
八
幡
を
包
囲

す
る
。

　

北
朝
方
は
守
り
の
固
い
男
山
八
幡
に
対
し
て
兵
糧
攻
め
を
行
な
う
。
戦
闘
は
約
二
ヵ
月
に
お
よ
び
、
飢

え
に
苦
し
む
南
朝
方
か
ら
は
北
朝
側
に
寝
返
る
武
将
も
現
わ
れ
た
。
後
村
上
天
皇
は
五
月
、
側
近
と
と
も

に
包
囲
を
脱
出
し
て
、
男
山
八
幡
は
陥
落
し
た
。

　
北
朝
方
の
権
威
は
失
墜
し
て
・
・
・

　

し
か
し
、
こ
の
戦
い
で
一
次
的
に
都
を
奪
っ
た
南
朝
方
の
北
畠
顕
能
は
、
勅
命
を
奉
じ
て
持
明
院
殿
に
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至
り
、
光
厳
・
光
明
・
崇
光
の
三
上
皇
と
東
宮
直
仁
親
王
を
捕
え
、
つ
い
で
男
山
八
幡
に
連
行
、
さ
ら
に

賀
名
生
に
移
し
た
。
北
朝
方
は
、
三
種
の
神
器
も
南
朝
に
接
収
さ
れ
た
た
め
、
院
宣
を
発
す
る
治
天
の
君

器
も
無
く
、
公
事
は
停
止
し
た
。

　
武
家
方
は
天
皇
を
擁
立

　

そ
こ
で
、
足
利
義
詮
は
北
朝
再
建
の
行
動
を
開
始
し
た
。
二
条
良よ
し

基も
と

（
関
白
の
要
職
に
あ
っ
た
）
に
諮
り
、

広
義
門
院
（
光
厳
天
皇
の
母
）
に
対
し
て
、
治
天
の
君
の
代
理
と
な
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
広
義
門
院
は
、

義
詮
が
敗
れ
て
、三
上
皇
と
廃
太
子
を
南
朝
に
渡
し
た
こ
と
を
恨
み
に
思
っ
て
要
請
を
蹴
っ
た
。
し
か
し
、

佐
々
木
道ど
う

誉よ

（
守
護
大
名
）
の
意
を
受
け
た
公
卿
・
勧か
し

修ゅ
う

寺じ

経つ
ね

顕あ
き

の
説
得
で
渋
々
引
き
受
け
る
。
そ
も
そ

も
天
皇
無
く
し
て
皇
室
・
貴
族
の
存
在
意
義
は
無
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
後
光
厳
天
皇
が
即
位
さ
れ
る

 

光
厳
院
第
二
皇
子
の
弥い
や

仁ひ
と

は
、
文
和
元
年
（1352

）
八
月
、
足
利
義
詮
の

要
請
に
よ
っ
て
、
祖
母
の
広
義
門
院
に
擁
立
さ
れ
て
践
祚
、
後
光
厳
天
皇

と
し
て
即
位
す
る
（
か
つ
て
廷
臣
に
擁
立
さ
れ
て
即
位
し
た
、
古
代
・
継
体
天
皇
の

先
例
を
引
照
し
て
）。
建
武
五
年（1338

）の
お
生
ま
れ
、時
に
十
五
歳
だ
っ
た
。

母
は
陽
禄
門
院
秀
子
な
の
で
、
崇
光
院
の
同
母
弟
と
な
る
。

　

な
お
、
南
朝
側
は
、
弥
仁
擁
立
の
可
能
性
を
認
識
し
て
い
た
の
で
、
弥

仁
を
吉
野
に
連
行
す
べ
く
捜
索
し
て
い
た
が
果
た
せ
な
か
っ
た
。

　
北
朝
の
権
威
は
揺
ら
ぐ

　

後
光
厳
の
正
統
性
の
欠
如
な
ど
で
北
朝
権
威
は
弱
体
化
し
、
南
朝
は
後

光
厳
を
「
偽
主
」「
偽
朝
」
と
呼
ん
で
後
光
厳
に
仕
え
る
者
を
処
罰
す
る

と
宣
言
し
、
軍
事
力
で
も
京
都
を
奪
還
す
る
な
ど
活
発
に
活
動
、
後
光

厳
も
京
都
か
ら
近
江
な
ど
へ
下
向
す
る
こ
と
も
何
度
か
あ
っ
た
。
そ
の
際

に
後
光
厳
も
自
分
に
同
行
し
た
廷
臣
に
官
位
や
所
領
安
堵
を
与
え
る
一
方

で
、
躊た
め
ら躇

う
者
に
対
し
て
は
処
罰
す
る
意
思
を
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
南

北
両
朝
の
間
で
解
官
や
所
領
没
収
な
ど
の
処
罰
を
受
け
る
公
家
が
続
出
し

た
。
更
に
南
朝
か
ら
光
厳
院
・
崇
光
院
が
返
還
さ
れ
る
と
、
後
光
厳
の
朝

廷
は
一
層
動
揺
す
る
。
室
町
幕
府
は
自
ら
の
正
当
性
を
保
つ
た
め
に
直
接
朝
廷
に
介
入
し
、
そ
の
権
威
の

維
持
・
上
昇
を
図
っ
た
。

　
後
円
融
天
皇
に
譲
位
す
る

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
（
本
紙
一
頁
）、
応
安
三
年
（1370

）
八
月
、
第
一
皇
子
の
緒
仁
親
王
へ
の
譲
位

　
後
光
厳
天
皇
像

　
　
　
　
宮
内
庁
蔵
『
天て

ん
し
せ
っ
か
ん
み
え
い

子
摂
関
御
影
』

　
「
天
子
摂
関
御
影
」
は
、
平
安
時
代
後
期

か
ら
鎌
倉
時
代
に
及
ぶ
天
皇
・
摂
関
・
大
臣

の
肖
像
を
描
き
連
ね
た
画
巻
（
絵
巻
）
で
、

曼
殊
院
門
跡
に
伝
来
し
た
が
、
明
治
十
一
年

（1878

）
皇
室
に
献
上
さ
れ
た
。
全
四
巻
。
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を
幕
府
に
諮
問
す
る
が
、 

延
文
十
二
年
（1357

）
に
帰
京
し
て
い
た
兄
の
崇
光
院
が
、
自
ら
の
皇
子
、
栄

仁
親
王
へ
の
皇
統
返
還
を
主
張
し
た
。
将
軍
義
満
の
も
と
、
管
領
の
細
川
頼
之
が
後
光
厳
の
意
思
を
尊
重

す
る
べ
き
で
あ
る
と
回
答
し
た
の
で
、
翌
応
安
二
年
（1371

）
三
月
に
、
緒
仁
（
後
円
融
天
皇
）
に
譲
位
し

て
院
政
を
敷
く
。
同
年
閏
三
月
、
太
上
天
皇
の
称
号
を
贈
ら
れ
る
。
だ
が
、
直
後
に
興
福
寺
内
紛
を
巡
る

春
日
神
木
の
入
洛
が
あ
り
、
廃
朝
状
態
と
な
る
。
上
皇
は
強
訴
を
鎮
圧
し
よ
う
と
す
る
が
、
衆
徒
た
ち
は

激
し
く
抵
抗
し
て
神
木
を
洛
中
に
留
め
て
上
皇
を
支
持
す
る
公
卿
を
放
氏
処
分
と
す
る
。
こ
の
た
め
上
皇

は
孤
立
し
た
ま
ま
、
文
中
三
年
（1374

）
一
月
に
病
を
得
て
崩
御
さ
れ
た
。
崩
御
直
前
に
落
飾
し
、
法
名

は
光
融
。

　
後
光
厳
院
の
歌
風
は
・
・
・

　

父
や
兄
崇
光
院
は
持
明
院
統
の
歌
風
の
保
持
に
努
め
た
が
、後
光
厳
院
は
二
条
家
の
歌
風
を
受
け
入
れ
、

以
後
の
和
歌
史
に
お
け
る
二
条
派
優
位
を
決
定
づ
け
た
。
延
文
元
年
（1356

）
六
月
、
将
軍
尊
氏
の
執
奏

に
よ
り
、二
条
為
定
を
撰
者
と
し
て
勅
撰
集
撰
進
の
綸
旨
を
下
す
（
武
家
執
奏
に
よ
る
勅
撰
集
の
初
め
て
の
例
）。

こ
れ
が
延
文
四
年
（1359

）
に
奏
覧
さ
れ
た
新
千
載
集
で
あ
る
。
次
い
で
貞
治
二
年
（1363

）
二
月
、
将

軍
義
詮
の
執
奏
に
よ
り
新
拾
遺
集
撰
進
を
下
命
。
応
安
二
年
（1369

）
の
内
裏
和
歌
、
同
六
年
の
二
十
首

歌
な
ど
、
歌
会
も
盛
ん
に
催
し
た
。
新
千
載
集
に
初
出
し
、
勅
撰
入
集
は
四
十
六
首
に
の
ぼ
る
。

　

応
安
六
年
仙
洞
に
て
二
十
首
歌
講
ぜ
ら
れ
し
つ
い
で
に

　

な
ほ
さ
ゆ
る
雪
げ
の
空
の
あ
さ
緑
わ
か
で
も
や
が
て
か
す
む
春
か
な
（
新
後
拾
遺
）

【
大
意
】
な
お
冷
え
冷
え
と
し
て
い
る
雪
模
様
の
空
は
薄
藍
色
に
染
ま
り
、
ど
こ
か
ら
と
は
っ
き
り
区
別
は
で
き

な
く
と
も
、
や
が
て
霞
が
立
ち
こ
め
る
春
な
の
だ
。

　
「
あ
さ
緑
」
は
、
明
け
方
や
夕
方
の
空
の
色
、
薄
い
藍
色
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
号
「
足
利
政
権
の
確
立
」
そ
の
二
に
つ
づ
く
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主
な
出
来
事

北
朝
南
朝

元
号

西
暦

南

北

13701375138013851390 1383 137313861388

後村上
天皇

後光厳天皇

1371137213741376137713781379138113821384138713891391 13671369

正
平
24
年

応
安
２
年

1368

正
平
22
年

貞
治
６
年

正
平
23
年

応
安
元
年

13921394 1393

応
安
５
年

文
中
元
年

応
安
６
年

文
中
２
年

応
安
７
年

文
中
３
年

永
和
元
年

天
授
元
年

永
和
２
年

天
授
２
年

永
和
３
年

天
授
３
年

永
和
４
年

天
授
４
年

康
暦
元
年

天
授
５
年

康
暦
２
年

天
授
６
年

永
徳
元
年

弘
和
元
年

永
徳
２
年

弘
和
２
年

永
徳
３
年

弘
和
３
年

応
安
３
年

建
徳
元
年

応
安
４
年

建
徳
２
年

至
徳
元
年

元
中
元
年

至
徳
２
年

元
中
２
年

至
徳
３
年

元
中
３
年

嘉
慶
元
年

元
中
４
年

嘉
慶
２
年

元
中
５
年

康
応
元
年

元
中
６
年

明
徳
元
年

元
中
７
年

明
徳
２
年

元
中
８
年

明
徳
３
年

元
中
９
年

明
徳
４
年

長慶天皇後亀山天皇

明
徳
5
年

応
永
元
年

後円融天皇後小松天皇

南
北
朝
の
年
表 

２

後
光
厳
天
皇
の
譲
位
に
よ
り
、後
円
融
天
皇
が
即
位

後
亀
山
天
皇
、
長
慶
天
皇
の
譲
位
を
受
け
て
即
位

康
暦
の
政
変　

斯
波
義
将
が
管
領
職
に
就
任

明
徳
の
乱
。
義
満
は
守
護
大
名
の
山
名
氏
清
を
討
伐

義
満
は
征
夷
大
将
軍
の
宣せ

ん

下げ

を
受
け
る

二
代
将
軍
義
詮
が
死
去
、
義
満
は
三
代
将
軍
を
継
ぐ

後
村
上
天
皇
は
崩
御
さ
れ
、
長
慶
天
皇
が
即
位
す
る

明
徳
の
和
約
。南
北
朝
の
統
一
。「
相
国
寺
」
竣
工

義
満
は
将
軍
職
を
嫡
男
に
譲
っ
て
隠
居

義
満
の
邸
宅
の
造
営
始
ま
る

通
称
「
花
の
御
所
」
が
完
工
す
る

義
満
は
源
氏
長
者
と
な
り
、
准
三
后
の
宣
下

後
小
松
天
皇
即
位
。
相
国
寺
の
創
建
が
決
ま
る

義
満
は
参
議
に
補
任
。左
近
衛
中
将
を
兼
任

義
満
は
権
大
納
言
に
転
任
、右
近
衛
大
将
兼
任

長
慶
天
皇
は
河
内
天
野
の
金
剛
寺
か
ら
吉
野
に
還
幸

す
る

歌
会
初
め
な
ど
が
義
満
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
る

義
満
が
右
近
衛
大
将
辞
任

義
満
は
土
岐
康
行
を
討
つ

義
満
が
左
大
臣
を
辞
任
す
る

土
岐
康
行
の
乱

太
政
大
臣
に
転
任
、
つ
づ
い
て
辞
任
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守
護
大
名
と
政
権
の
確
立

　
守
護
大
名
の
軍
事
権

地
方
の
不
安
定
な
情
勢
を
抑
え
て
政
権
を
確
立
さ
せ
る
た
め
、
代
々
の
足
利
将
軍
は
、「
守
護
大
名
」
を
各
地

に
派
遣
し
た
。
大
き
な
権
限
を
与
え
る
代
わ
り
に
、
彼
ら
に
地
方
を
取
り
纏
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
も
、
守
護
に
対
し
て
は
、「
大た
い

犯ぼ
ん

三
ヶ
条
」
と
い
う
軍
事
権
が
与
え
ら
れ
て
い

た
が
、
室
町
時
代
に
な
る
と
、
さ
ら
に
、「
半は
ん

済ぜ
い
」（
荘
園
の
年
貢
の
半
分
を
兵
糧
米
と
し
て
調
達
す
る
こ
と
）
の
権
利

が
与
え
ら
れ
、「
守
護
講
」（
荘
園
領
主
か
ら
年
貢
の
徴
収
を
守
護
が
請
け
負
う
こ
と
）
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

な
お
、「
大
犯
」
と
は
重
犯
（
重
い
犯
罪
）
の
こ
と
で
、
そ
の
三
ヶ
条
は
、「
御
成
敗
式
目
」
の
三
条
が

例
示
す
る
三
つ
の
事
項
を
指
す
が
、
時
代
に
よ
っ
て
権
限
の
解
釈
に
は
変
化
が
見
ら
れ
る
。
主
に
謀
反
人

な
ど
の
検
断
（
警
察
・
治
安
維
持
・
裁
判
な
ど
に
関
わ
る
こ
と
）
の
権
限
で
あ
る
。

　
二
代
将
軍
義
詮
か
ら
三
代
義
満
の
時
代
へ

　

初
代
将
軍
の
尊
氏(1305

〜58)

の
跡
を
継
い
だ
二
代
将
軍
義
詮(1330

〜67)

は
政
権
強
化
に
努
め
、

三
代
義
満(1358

〜1408)

の
時
代
に
な
る
と
、
武
家
政
権
は
強
大
と
な
っ
て
、
宮
廷
を
も
圧
倒
し
た
。

　

守
護
大
名
の
な
か
で
も
、
将
軍
を
補
佐
す
る
「
三
管
領
」
と
、
侍
所
の
長
官
を
務
め
る
「
四
職
」
が
中

核
と
な
っ
て
将
軍
を
支
え
た
の
で
、
室
町
政
権
は
、
有
力
な
守
護
大
名
た
ち
の
連
立
政
権
と
し
て
そ
の
形

を
整
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
義
満
の
時
代
に
は
、
政
権
の
中
央
集
権
化
を
図
る
た
め
、
権
力
を
強
化

し
、
有
力
な
守
護
大
名
を
内
紛
に
乗
じ
て
討
伐
し
、
あ
る
い
は
互
い
に
牽
制
さ
せ
る
事
態
と
な
っ
て
ゆ
く
。

　
「
管
領
」
は
当
初
は
「
執
事
」
と
い
わ
れ
て
い
た

　

草
創
期
の
室
町
政
権
で
は
、足
利
氏
の
譜
代
家
人
（
先
祖
か
ら
代
々
同
じ
君
主
に
仕
え
た
家
臣
、御
家
人
の
こ
と
）

を
中
心
に
、
私
的
な
主
従
の
支
配
関
係
を
束
ね
た
「
執
事
」
が
将
軍
を
補
佐
す
る
一
方
で
、
尊
氏
の
弟
、

直
義
が
訴
訟
・
公
権
的
な
支
配
関
係
を
担
当
す
る
二
元
的
な
体
制
を
と
っ
て
お
り
、
高
師
直
・
仁
木
頼
章
・

細
川
清
氏
が
相
次
い
で
「
執
事
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
執
事
は
、
尊
氏
が
政
権
を
確
立
し
た
た
め
中
央
政
治

の
要
職
と
な
っ
た
が
、
も
と
も
と
は
鎌
倉
幕
府
の
一
御
家
人
だ
っ
た
足
利
氏
の
家
宰
の
職
で
あ
り
、
高
氏
・

仁
木
氏
・
細
川
氏
は
鎌
倉
時
代
以
来
の
譜
代
家
人
で
あ
っ
た
。

　

従
来
の
制
度
・
秩
序
の
維
持
や
公
正
を
重
視
す
る
直
義
と
、
麾
下
の
武
士
の
権
益
を
擁
護
し
、
拡
大
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
事
や
将
軍
の
権
威
の
強
化
を
図
る
高
師
直
と
の
対
立
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

観
応
の
擾
乱
を
経
て
、
直
義
派
は
退
潮
し
、
二
代
将
軍
義
詮
の
時
代
に
は
、
裁
判
機
関
で
あ
る
引
付
衆
の

役
割
を
縮
小
し
て
執
事
の
権
限
を
強
化
し
、
一
元
化
さ
れ
た
体
制
の
確
立
を
目
指
し
た
。
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正
平
十
五
年
／
延
文
五
年
（1360

）、
執
事
の
細
川
清
氏
は
前
執
事
仁
木
頼
章
の
弟
義
長
を
破
っ
た
が
、

翌
年
、
清
氏
は
佐
々
木
道
誉
と
の
確
執
に
よ
っ
て
幕
府
を
追
わ
れ
、
執
事
職
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
が
繰
り

返
さ
れ
た
の
で
、
し
ば
ら
く
将
軍
親
裁
と
な
っ
た
。

　

正
平
十
七
年
／
貞
治
元
年
に
、
わ
ず
か
十
三
才
の
斯
波
義
将
が
執
事
に
任
じ
ら
れ
、
父
の
高
経
が
後
見

し
た
。
当
初
は
高
経
が
就
任
を
求
め
ら
れ
た
が
、
斯
波
氏
は
足
利
一
門
で
は
あ
る
も
の
の
、
鎌
倉
政
権
の

御
家
人
と
し
て
の
家
格
を
誇
っ
て
い
た
た
め
、
足
利
家
人
の
職
と
な
る
執
事
に
就
く
の
を
よ
し
と
せ
ず
、

再
三
の
要
請
に
仕
方
な
く
応
じ
た
た
め
と
い
わ
れ
る
。

　
管
領
は
将
軍
を
補
佐
し
て
政
権
を
統
轄
す
る
最
高
の
役
職
と
な
る

　

執
事
か
ら
管
領
へ
の
転
換
は
こ
の
頃
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
管
領
は
執
事
の
後
見

に
設
け
ら
れ
た
臨
時
の
地
位
で
、
制
度
上
で
は
依
然
と
し
て
執
事
が
将
軍
の
補
佐
役
で
あ
っ
た
と
す
る
説

も
あ
る
。
関
東
で
、
正
平
十
七
年
／
貞
治
元
年
（1362

）、
ま
た
は
正
平
二
十
二
年
／
貞
治
六
年
（1367

）、

関
東
執
事
→
関
東
管
領
に
変
更
さ
れ
た
の
ち
、
中
央
に
お
い
て
執
事
→
管
領
に
変
更
さ
れ
た
と
す
る
可
能

性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

正
平
五
年
（1350

）、
斯
波
高
経
の
四
男
と
し
て
誕
生
す
る
。
父
・
高
経
の
偏
愛
を
受
け
、
正
平
十
五

年
（1360

）
に
は
十
一
才
で
元
服
し
、
従
五
位
下
治
部
大
輔
に
叙
さ
れ
た
。
こ
の
頃
の
幕
府
で
は
、
二
代

将
軍
義
詮
を
補
佐
す
る
執
事（
管
領
）だ
っ
た
細
川
清
氏
が
康
安
元
年（1361
）、「
康
安
の
政
変
」で
失
脚
し
、

執
事
職
が
空
席
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
「
執 

事
」 

の
時
代

　

◇
初
代
将
軍
・
尊
氏
（
在
任
：1338 

〜 1358

年
）
の
こ
ろ

初
代 

高
師
直
（1336

〜 1349

年
）　

二
代 

高
師
世
（1349

年
）　

三
代 

高
師
直
（1349

〜 1351
年
）

　

◇
二
代
将
軍
・
義
詮　
（
在
任
：1358

〜1367

年
）
の
こ
ろ

四
代 

仁
木
頼
章
（1351

〜1358

年
）　　

五
代 

細
川
清
氏
（1358

〜1361

年
）

　
　
「
管 

領
」 

の
時
代

初
代 

斯
波
義
将
（
在
任
：1362

〜 1366

年
）

　

◇
三
代
将
軍
・
義
満
（
在
任
：1368 

〜 1394

年
）
の
こ
ろ

二
代 

細
川
頼
之
（
在
任
：1367 

〜 1379

年
）

三
代 

斯
波
義
将
（
在
任
：1379 

〜1391

年
）

四
代 

細
川
頼
元
（
在
任
：1391

〜 1393

年
）

五
代 

斯
波
義
将
（
在
任
：1393

〜 1398

年
）

六
代 

畠
山
基
国
（
在
任
：1398

〜 1405

年
）
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将
軍
義
詮
・
義
満
を
支
え
た
各
一
門
の
逸
材
と
そ
の
事
績

本
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
は
年
四
回
（
一
、四
、七
、十
月
、
各
五
日
）
発
行

四
代
：
細
川
頼
元
（
明
徳
二
年
∧1391

∨
か
ら
在
任
し
た
）

初
代
、三
代
と
五
代
：
斯
波
義
将
（
正
平
十
七
年
／
貞
治
元
年
∧1362

∨
か
ら
、

天
授
五
年
／
康
暦
元
年
∧ :1379

∨
か
ら
、 

お
よ
び
、明
徳
四
年
∧1393

∨
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
在
任
し
た
）

一
色
範の

り

光み
つ（1325

〜88

）は
、
義
詮
、
義
満
に
信
任
が
厚
く
、
重
用
さ
れ
る

赤
松
則
祐
（1314

〜72

）
は
、
南
朝
に
占
拠
さ
れ
た
都
か
ら
幼
い
義
満

を
自
ら
の
居
城
に
移
し
て
難
を
避
け
る

京
極
高た
か

詮の
り（1352

〜1401

）は
、
山
名
氏
が
蜂
起
し
た
明
徳
の
乱
で
活
躍
す
る

六
代
：
畠
山
基
国
（
応
永
五
年
∧1398

∨
か
ら
在
任
）

山
名
時
氏（1303
〜71
）は
、
足
利
政
権
の
混
乱
に
乗
じ
て
勢
力
を
拡
大
す
る

　
　
「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
・
・
・

　

地
域
住
民
と
行
政
に
対
し
て
取
材
活
動
を
行
な
い
、
報
道
に
よ
っ
て
市

民
の
公
共
参
加
を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
市
民
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
増
進
に
努
め
ま
す
。

　

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
地
域
情
報
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
を
編
集
・
発
行
し
、

無
料
で
配
布
し
ま
す
。

　

読
者
の
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」（
意
見
・
感
想
）
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
集
部　

原
宛
に
ど
う
ぞ
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（3048

）5502


